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凡例▶ 対対象（記載のない場合はどなたでも）　日期日　時時間　場会場　定定員（記載のない場合は定員なし）　内内容　講講師　持持ち物　

（5）

　これまで医療機関で提示が必要だった子ども医療費助
成（乳・子・青）等の医療証の提示がPMH対応の医療機
関では原則不要になります。
　PMH（パブリック・メディカル・ハブ）は、マイナンバー
カードを用いたオンライン資格確認システムです。受
診等の際に、マイナンバーカードで加入保険情報・医
療証情報を確認でき、医療証の持参忘れや紛失の心配
がなくなります。
▷対象となる医療費助成
○子ども医療費助成（乳・子・青）
○ひとり親家庭等医療費助成（親）
○心身障害者医療費助成（障）
▷注意事項
○事前にマイナンバーカードを健康保険証として利用
登録しておくことが必要です。
○PMHに対応していない医療機関では引き続き医療証
が必要です。
○紙の医療証の交付も引き続き行います。
○一部の国民健康保険組合に加入されている方はPMH
が利用できません。
問子育て支援課手当助成係、障害福祉課障害福祉係

マイナンバーカードを
医療証として利用できます
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大

養
育
費
確
保
支
援
事
業

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
は
、
子
育
て
の
援
助
を
受

け
た
い
方（
利
用
会
員
）と
、
子
育

て
の
支
援
を
行
い
た
い
方（
活
動

会
員
）が
、
地
域
の
中
で
子
育
て

を
す
る
有
償
の
助
け
合
い
活
動
で

す
。活

動
会
員
に
な
る
た
め
に
は
講

習
会
を
受
講
し
、
認
定
を
受
け
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

詳
細
は
市
（
下
記

参
照
）を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

○
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
で
、
健

康
で
あ
る

○
子
育
て
支
援
に
関
心
が
あ
り
活

動
で
き
る

日
6
月
8
日（
月
）〜
7
月
16
日

（
木
）の
全
11
回

場
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階
他

定
20
人
程
度（
申
込
先
着
順
）

申
申
込
フ
ォ
ー
ム

（
下
記
参
照
）、電
話
、

メ
ー
ル〔
4
月
16
日

（
木
）午
前
9
時
〜
〕

限
5
月
22
日（
金
）

先
問
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
務
局（
社
会
福
祉
協

議
会
）　

☎
378
・
5
5
5
1
、

zaitaku@
inagishakyo.org

子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、
乳
幼

児
や
保
護
者
が
交
流
で
き
る
場
を

作
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て

い
ま
す
。
子
育
て
中
の
保
護
者
を

応
援
し
た
い
、
絵
本
を
読
む
こ
と

が
好
き
な
方
等
、
一
緒
に
活
動
し

ま
せ
ん
か
。

対
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
で
健
康

な
方

日
5
月
28
日（
木
）、
6
月
5
日

（
金
）・
18
日（
木
）・
29
日（
月
）、

7
月
9
日（
木
）

時
午
前
10
時
〜
正
午

場
中
央
文
化
セ
ン
タ
ー
他

定
15
人（
申
込
先
着
順
）

費
300
円（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
加

入
費
）

申
申
込
フ
ォ
ー
ム

（
下
記
参
照
）、
電
話

〔
4
月
16
日（
木
）〜
〕

限
5
月
25
日（
月
）

先
問
あ
そ
び
の
広
場
向
陽
台　
☎

370
・
0
1
0
6

突
然
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病
気
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故
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よ
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損
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め
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害
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な
っ
た
方
々
や
家
族
が
集

い
、
情
報
交
換
、
軽
い
運
動
や
歌

等
で
楽
し
く
過
ご
し
ま
す
。
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脳
機
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障
害
当
事
者
・
家

族
・
支
援
者

日
時
○
5
月
9
日（
土
）午
前
10
時

〜
正
午

○
6
月
13
日（
土
）午
後
1
時
〜
3

時○
7
月
11
日（
土
）午
前
10
時
〜
正

午場
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階
介
護
予
防

教
室

内
交
流
と
懇
親

施
行
さ
れ
ま
し
た

高
次
脳
機
能
障
害
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援
法

　
高
次
脳
機
能
障
害
者
へ
の
支
援

体
制
を
整
備
し
、
共
生
社
会
の
実

現
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
令

次
の
要
件
に
該
当
す
る
世
帯
の

国
民
健
康
保
険
税
の
支
払
い
は
、

原
則
、年
金
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

口
座
振
替
へ
変
更
を
希
望
す
る
方

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

既
に
口
座
振
替
で
支
払
い
を
し
て

い
る
方
は
、
口
座
振
替
が
継
続
さ

れ
ま
す
。
年
金
天
引
き
を
希
望
す

る
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
世
帯
主
が
65
〜
74
歳
で
、
次
の

全
て
に
該
当
す
る
世
帯

和
8
年
4
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
で
は
マ
ル
シ
ェ
い
な
ぎ
に
相

談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
困

り
事
等
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
障
害
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
マ

ル
シ
ェ
い
な
ぎ　
☎
379
・
9
2
3
4
、

379
・
9
2
4
0
、

inagi-so 
dan@

inagi-m
asayum

e.
com

納
期
限
の
到
来
し
た
国
民
健
康

保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
方
に
人

間
ド
ッ
ク
診
査
料
を
半
額（
上
限

2
万
円
）助
成
し
ま
す
。

▽
助
成
回
数　
年
度
ご
と
に
1
回

受
診
日
現
在
20
～
39
歳
の
方

対
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
方

持
領
収
書
、
印
鑑
、
振
込
先
が
分

か
る
物（
通
帳
等
）、
マ
イ
ナ
保
険

証
・
資
格
確
認
書
・
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
の
い
ず
れ
か

申
窓
口

※
受
診
後
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者

○
世
帯
内
の
被
保
険
者
全
員
が
65

歳
以
上

○
年
金
天
引
き
の
対
象
と
な
る
年

金
の
年
額
が
18
万
円
以
上
で
あ
り
、

国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険
料

の
合
計
額
が
、
年
金
額
の
2
分
の

1
を
超
え
な
い

申
窓
口

限
5
月
29
日（
金
）

先
問
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係

先
保
険
年
金
課
、
平
尾
・
若
葉
台

出
張
所

受
診
日
現
在
40
～
74
歳
の
方

対
当
該
年
度
の
特
定
健
康
診
査
を

受
診
せ
ず
に
、
市
立
病
院
健
診
セ

ン
タ
ー
で
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し

た
方

※
市
立
病
院
健
診
セ
ン
タ
ー
で
の

支
払
額
は
あ
ら
か
じ
め
助
成
額
を

差
し
引
い
た
額
で
す
。

持
申
請
書
、
特
定
健
康
診
査
受
診

券
、
印
鑑
、
市
立
病
院
の
診
察
券

（
お
持
ち
の
方
）、マ
イ
ナ
保
険
証・

資
格
確
認
書
の
ど
ち
ら
か

申
先
人
間
ド
ッ
ク
の
予
約
・
受
診

時
に
市
立
病
院
健
診
セ
ン
タ
ー
へ

申
し
込
み

問
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

離
婚
後
も
安
心
し
て
子
育
て
を

す
る
た
め
に
、
養
育
費
の
確
保
を

目
的
と
し
た
手
続
き
に
必
要
な
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
補
助

上
限
額
は
5
万
円
で
す
。
詳
細
は

市

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
補
助
対
象

○
公
正
証
書
・
調
停
調
書
等
の
作

成
費
用

○
保
証
会
社
と
の
養
育
費
保
証
契

約
の
締
結
費
用

○
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続（
A
Ｄ 

Ｒ
）利
用
に
要
す
る
経
費

※
養
育
費
に
関
す
る
取
り
決
め
が

明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

問
子
育
て
支
援
課
手
当
助
成
係

仕
事
を
探
し
て
い
る
方
、
資
格
取
得
を
目
指
し
て
い
る
方
等
に
様
々
な
就
労
支
援
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
市
内「
産
業
・
し
ご
と
→
就
職
・
労
働
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
問
経
済
課
商
工
係

就
労
支
援
情
報

国
民
健
康
保
険

年
金
天
引
き
か
ら
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更

　渡邊 光惠氏が3月31日で委員長及び委員を退任し
たことに伴い、4月1日から渋谷 眞澄氏が新たに委
員に就任しました。任期は令和10年12月23日まで
です。
　また、4月1日の選挙管理委員会臨時会で委員長に
城所 正彦氏、同職務代理者に肥田 文隆氏が選出さ
れました。新たな委員構成は次のとおりです。
〇委員長　城所 正彦氏
〇委員長職務代理者　肥田 文隆氏
〇委員　千木良 敬子氏
〇委員　渋谷 眞澄氏（新任）
問選挙管理委員会事務局

　「自分らしく子どもと良い関係を築こう」をテーマ
にペアレントトレーニング講座を開講します。
対市内在住の1歳6カ月～未就学のお子さんを持つ
保護者で全回参加できる方
※初めての方を優先
日5月12日（火）・21日（木）、6月2日（火）・16日（火）・
30日（火）、7月14日（火）、9月10日（木）
時午前10時～11時30分
場ふれあいセンター向陽台
定6人（申込先着順）
※保育有り（原則1歳6カ月以上の未就園児）
申電話〔4月16日（木）午前9時～〕
先問あそびの広場向陽台　☎370－0106

選挙管理委員会
新委員の就任

▲左から千木良氏、城所氏、肥田氏、渋谷氏

参加者募集
子どもに伝わる

コミュニケーション方法

　令和8年4月1日から市の組織を一部改正しました（下表参照）。
問企画政策課企画政策係

改正した組織一覧
部 課 係

企画部 ICT推進課 ICT推進係、情報政策係

市民部 市民課 市民窓口係、戸籍係、平尾出張所、若葉
台出張所、マイナンバーカードセンター

福祉部 障害福祉課 障害福祉係、サービス支援係、基幹相談
支援係

子ども福祉部 子育て支援課 手当助成係、保育・幼稚園入所認定係、
保育・幼稚園施設給付係

教育部
教育企画課（※）
教育企画課教育
指導担当

教育企画係、教育ICT担当、教職員係、
教育センター係

（※）旧：指導課
※変更点は下線部分
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改正しました  
市の組織




